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諮問第 １ 号 

 

人権擁護委員候補者の推薦について  

 

 人権擁護委員の候補者に次の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和

２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により議会の意見を求める。  

 

              平成２９年 ３ 月 ７ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記 

 

     住  所   燕市日之出町  

     氏  名   神 保 光 男 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第 ９ 号 

 

燕市議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正について 

 

 燕市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１８年燕市条例第７号）の

一部を次のように改正するものとする。 

 

              平成２９年 ３ 月 ７ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記 
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   燕市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

 

 燕市議会政務活動費の交付に関する条例(平成18年燕市条例第7号)の一部

を次のように改正する。 

 

 第3条第1項中「1万2,000円」を「2万円」に改める。 

 第7条第1項中「添付して」を「添付した」に改める。 

 第9条の見出し中「保存」の次に「及び閲覧」を加え、同条第2項中「次の

各号に規定する者は」を「何人も」に改め、同項各号を削り、同条に次の1

項を加える。 

3 議長は、前項の規定による閲覧の実施に当たっては、燕市情報公開条例

(平成18年燕市条例第11号)の規定に準じて公開又は非公開の取扱いをする

ものとする。 

 

   附 則 

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。 
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議案第 １０ 号 

 

燕市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について 

 

 燕市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（平成１８年燕市

条例第４５号）の一部を次のように改正するものとする。 

 

              平成２９年 ３ 月 ７ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記 
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   燕市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例 

 

 燕市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年燕市条

例第45号)の一部を次のように改正する。 

 

 第 2条中「395,800円」を「411,600円」に、「328,300円」を「341,400

円」に、「312,300円」を「324,700円」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。 
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議案第 １１ 号 

 

燕市個人情報保護条例の一部改正について 

 

 燕市個人情報保護条例（平成１８年燕市条例第１２号）の一部を次のよう

に改正するものとする。 

 

              平成２９年 ３ 月 ７ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記 
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   燕市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

 

 燕市個人情報保護条例(平成18年燕市条例第12号)の一部を次のように改正

する。 

 

 第2条第4号中「第2項」の次に「(これらの規定を番号法第26条において準

用する場合を含む。)」を加える。 

 第26条第5項中「又は」を「若しくは」に改め、「情報提供者」の次に「又

は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報

提供者」を加える。 

 第29条第1項第1号中「第28条」を「第29条」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、平成29年5月30日から施行する。 
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議案第 １２ 号 

 

燕市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 

 燕市職員の育児休業等に関する条例（平成１８年燕市条例第４１号）の一

部を次のように改正するものとする。 

 

              平成２９年 ３ 月 ７ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記 
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   燕市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 燕市職員の育児休業等に関する条例(平成18年燕市条例第41号)の一部を次

のように改正する。 

 

 第2条の2を第2条の3とし、第2条の次に次の1条を加える。 

 (育児休業法第2条第1項の条例で定める者) 

第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22

年法律第164号)第6条の4第2項に規定する養育里親である職員(児童の親そ

の他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、

同法第6条の4第2号に規定する里親であって養子縁組によって養親となる

ことを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限

る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。 

 第3条第1号を次のように改める。 

 (1) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことに

より、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産

に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。 

  ア 死亡した場合 

  イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合 

 第3条中第5号を第6号とし、第2号から第4号までを1号ずつ繰り下げ、第1

号の次に次の1号を加える。 

 (2) 育児休業をしている職員が第5条に規定する事由に該当したことによ

り当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子

が次に掲げる場合に該当することとなったこと。 

  ア 前号ア又はイに掲げる場合 

  イ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係

る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定し

た場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1

項第3号の規定による措置が解除された場合 
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 第10条第1号を次のように改める。 

 (1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務を

いう。以下同じ。)をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産した

ことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の

休業又は出産に係る子が第3条第1号ア又はイに掲げる場合に該当するこ

ととなったこと。 

 第10条中第6号を第7号とし、第2号から第5号までを1号ずつ繰り下げ、第1

号の次に次の1号を加える。 

 (2) 育児短時間勤務をしている職員が、第13条第1号に掲げる事由に該当し

たことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規定

する承認に係る子が第3条第2号ア又はイに掲げる場合に該当することと

なったこと。 

 第21条第1項中「承認は、」の次に「勤務時間条例第8条第1項に規定する」 

を加え、同条第2項中「を承認されている」を「又は勤務時間条例第15条の2

第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない」に、「を承認されて

いる時間」を「又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間」に改める。 

 第22条中「減額して」の次に「給与を」を加える。 

 

   附 則 

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。 
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議案第 １３ 号 

 

燕市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

 

 燕市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１８年燕市条例第４０号）

の一部を次のように改正するものとする。 

 

              平成２９年 ３ 月 ７ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記 
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   燕市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 燕市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年燕市条例第40号)の一

部を次のように改正する。 

 

 第8条の2第1項中「その子」の次に「(民法(明治29年法律第89号)第817条の

2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子

縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件

が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するも

の、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第

6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その

他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条及び次条にお

いて同じ。)」を加え、同条第2項中「日常生活を営むのに支障がある者」を

「要介護者」に改め、「その子」の次に「(民法(明治29年法律第89号)第817

条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別

養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判

事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護す

るもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同

法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童

その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条及び次条

において同じ。)」を加える。 

 第8条の3第4項中「第1項及び前項」を「前3項」に、「日常生活を営むのに

支障がある者」を「要介護者」に改め、「)に」と」の次に「、第2項中｢3歳

に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育｣とあ

るのは、｢要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者

を介護｣と、｢当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずること

が著しく困難である｣とあるのは｢公務の運営に支障がある｣と」を加える。 

 第11条中「介護休暇」の次に「、介護時間」を加える。 

 第15条第1項中「職員が」の次に「要介護者(」を、「支障があるもの」の
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次に「をいう。以下同じ。)」を加え、「勤務しないこと」を「任命権者が、

規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介

護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月

を超えない範囲内で指定する期間(以下｢指定期間｣という。)内において勤務

しないこと」に改め、同条第2項中「前項に規定する者の各々が同項に規定す

る介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する6月の期間内」を「指

定期間内」に改め、同条第3項中｢介護休暇については｣の次に｢、給与条例第

12条の規定にかかわらず｣を、｢その｣の次に｢期間の｣を加え、｢給与条例｣を｢同

条例｣に改め、同条の次に次の1条を加える。 

 (介護時間) 

第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々

が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当

該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務

時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における

休暇とする。 

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超え

ない範囲内で必要と認められる時間とする。 

3 介護時間については、給与条例第12条の規定にかかわらず、その勤務しな

い1時間につき、同条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額

する。 

 第16条第4項を次のように改める。 

4 前条第3項の規定は、組合休暇について準用する。 

 第17条の見出し及び同条中「介護休暇」の次に「、介護時間」を加える。 

 

   附 則 

 (施行期日) 

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。 

 (経過措置) 

2 改正前の燕市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第17条の規定により介

-13-



護休暇の承認又は許可を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下

｢施行日｣という。)において当該介護休暇の初日(以下単に｢初日｣という。)

から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の燕

市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第1項に規定する指定期間に

ついては、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の

申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日

に限る。)までの期間を指定するものとする。 
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議案第 １４ 号 

 

燕市職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

 燕市職員の給与に関する条例（平成１８年燕市条例第５２号）の一部を次

のように改正するものとする。 

 

              平成２９年 ３ 月 ７ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記 
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   燕市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 燕市職員の給与に関する条例(平成18年燕市条例第52号)の一部を次のよう

に改正する。 

 

 第12条中「代休日(」を「代休日。」に改め、「(勤務時間条例第15条の規

定による介護休暇の承認を受けた場合及び勤務時間条例第16条の規定による

組合休暇の許可を受けた場合を除く。)」を削る。 

 

   附 則 

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。 
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議案第 １５ 号 

 

燕市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の 

一部改正について 

 

 燕市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成

１８年燕市条例第４６号）の一部を次のように改正するものとする。 

 

              平成２９年 ３ 月 ７ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記 
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   燕市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例 

 

 燕市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成

18年燕市条例第46号)の一部を次のように改正する。 

 

 別表中 

「                                

選挙長  職務 1 回につき、国会議員の選挙等の執行経

費の基準に関する法律(昭和 25 年法律第 179

号。以下「法」という。)第 14 条第 1 項第 1

号に掲げる額  

投票所の投票管理者  1 日につき、法第 14 条第 1 項第 2 号に掲げる

額  

期日前投票所の投票管理

者 

1 日につき、法第 14 条第 1 項第 3 号に掲げる

額 

開票管理者 職務 1 回につき、法第 14 条第 1 項第 4 号に

掲げる額 

投票所の投票立会人 1 日につき、法第 14 条第 1 項第 5 号に掲げる

額 

期日前投票所の投票立会

人 

1 日につき、法第 14 条第 1 項第 6 号に掲げる

額 

開票立会人 職務 1 回につき、法第 14 条第 1 項第 7 号に

掲げる額 

選挙立会人 職務 1 回につき、法第 14 条第 1 項第 8 号に

掲げる額 

」 
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を 

「 

選挙長  １回 10,600 円  

開票管理者  １回 10,600 円  

開票立会人  １回 8,800 円  

選挙立会人  １回 8,800 円  

投票所の投票管理者  日額 12,600 円以内  従事した時間が公職選

挙法(昭和 25 年法律第

100 号)第 40 条第 1 項

本文(第 41 条の 2 第 6

項及び第 48 条の 2 第 6

項において準用する場

合を含む。)に規定する

時 間 に 満 た な い 場 合

は、時間割計算により

減じた額とする。  

投票所の投票立会人  日額 10,700 円以内  

共通投票所の投票管理者  日額 12,600 円以内  

共通投票所の投票立会人  日額 10,700 円以内  

期日前投票所の投票管理

者  

日額 11,100 円以内  

期日前投票所の投票立会

人 

日額 9,500 円以内 

指定病院等における不在

者投票の外部立会人 

日額 10,700 円以内 従事した時間が 7 時間

以内の場合は、当該立

会時間に応じた額とす

る。  

」 

に、「215,000 円以内」を「220,000 円以内」に、「155,000 円以内」を

「160,000 円以内」に、「230,000 円以内」を「235,000 円以内」に、

「250,000 円以内」を「255,000 円以内」に改め、外国語指導の業務に従事

する者の項の次に次のように加える。 

建築指導等の業務に従事

する者  

月額 230,000 円以内   
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 別表中「185,000 円以内」を「190,000 円以内」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。 
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議案第 １６ 号 

 

燕市税条例等の一部改正について 

 

 燕市税条例（平成１８年燕市条例第６１号）等の一部を次のように改正す

るものとする。 

 

              平成２９年 ３ 月 ７ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記 
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   燕市税条例等の一部を改正する条例 

 

 (燕市税条例の一部改正) 

第1条 燕市税条例(平成18年燕市条例第61号)の一部を次のように改正する。 

  附則第6条の3の2第1項中「平成41年度」を「平成43年度」に、「平成31

年」を「平成33年」に改める。 

 (燕市税条例等の一部を改正する条例の一部改正) 

第2条 燕市税条例等の一部を改正する条例(平成28年燕市条例第37号)の一

部を次のように改正する。 

  第1条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(燕市税条例の一部改

正)」を付し、同条のうち燕市税条例第9条の改正規定を削り、同条例第10

条の改正規定中「「)、第40条の7、第55条」の次に「、第69条の6第1項」

を加え、」を削り、同条第2号及び第3号の改正規定中「、「第87条第1項」

を「第69条の6第1項の申告書、第87条第1項」に改め」を削り、同条例第22

条の4及び第68条の改正規定、同条例第68条の2を削る改正規定、同条例第

69条の改正規定、同条の次に8条を加える改正規定、同条例第70条、第71

条、第73条、第74条及び第76条から第80条までの改正規定並びに同条例附

則第14条の次に5条を加える改正規定を削り、同条例附則第15条の改正規定

を次のように改める。 

   附則第15条第1項中「左欄に掲げる」の次に「同条の」を加え、同項の

表中「第70条第2号ア」を「第2号ア」に改め、同条第2項中「規定する」

を「掲げる」に、「平成27年4月1日から平成28年3月31日まで」を「平成

28年4月1日から平成29年3月31日まで」に、「において、平成28年度分」

を「には、平成29年度分」に改め、「左欄に掲げる」の次に「同条の」

を加え、同項の表中「第70条第2号ア」を「第2号ア」に改め、同条第3

項中「規定する」を「掲げる」に、「平成27年4月1日から平成28年3月31

日まで」を「平成28年4月1日から平成29年3月31日まで」に、「において、

平成28年度分」を「には、平成29年度分」に改め、「左欄に掲げる」の

次に「同条の」を加え、同項の表中「第70条第2号ア」を「第2号ア」に
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改め、同条第4項中「規定する」を「掲げる」に、「平成27年4月1日から

平成28年3月31日まで」を「平成28年4月1日から平成29年3月31日まで」

に、「において、平成28年度分」を「には、平成29年度分」に改め、「左

欄に掲げる」の次に「同条の」を加え、同項の表中「第70条第2号ア」を

「第2号ア」に改める。 

  第1条の次に次の1条を加える。 

 第1条の2 燕市税条例の一部を次のように改正する。 

   第9条中「軽自動車税」を「種別割」に改める。 

   第10条中「)、第40条の7、第55条」の次に「、第69条の6第1項」を加

え、同条第2号及び第3号中「第87条第1項」を「第69条の6第1項の申告書、

第87条第1項」に改める。 

   第22条の4中「100分の12.1」を「100分の8.4」に改める。 

   第68条第1項及び第2項を次のように改める。 

    軽自動車税は、3輪以上の軽自動車に対し、当該3輪以上の軽自動車

の取得者に環境性能割によって、軽自動車等に対し、当該軽自動車等

の所有者に種別割によって課する。 

  2 前項に規定する3輪以上の軽自動車の取得者には、法第443条第2項に

規定する者を含まないものとする。 

   第68条第3項中「法第443条第1項」を「法第445条第1項」に、「によっ

て軽自動車税」を「により種別割」に、「においては」を「には、第1

項の規定にかかわらず」に改め、同項ただし書中「もの」を「軽自動車

等」に改める。 

   第68条の2を削る。 

   第69条を次のように改める。 

   (軽自動車税のみなす課税) 

  第69条 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権

を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を

前条第1項に規定する3輪以上の軽自動車の取得者(以下この節におい

て「3輪以上の軽自動車の取得者」という。)又は軽自動車等の所有者
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とみなして、軽自動車税を課する。 

  2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主

の変更があったときは、新たに買主となる者を3輪以上の軽自動車の取

得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。 

  3 法第444条第3項に規定する販売業者等(以下この項において「販売業

者等」という。)が、その製造により取得した3輪以上の軽自動車又は

その販売のためその他運行(道路運送車両法第2条第5項に規定する運

行をいう。次項において同じ。)以外の目的に供するため取得した3輪

以上の軽自動車について、当該販売業者等が、法第444条第3項に規定

する車両番号の指定を受けた場合(当該車両番号の指定前に第1項の規

定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該

販売業者等を3輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課

する。 

  4 法の施行地外で3輪以上の軽自動車を取得した者が、当該3輪以上の軽

自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該3

輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を3輪以上の軽自動車の取得

者とみなして、環境性能割を課する。 

   第69条の次に次の8条を加える。 

   (日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の

範囲) 

  第69条の2 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の

事業の用に供するもので、救急用のものに対しては、軽自動車税を課

さない。 

   (環境性能割の課税標準) 

  第69条の3 環境性能割の課税標準は、3輪以上の軽自動車の取得のため

に通常要する価額として法施行規則第15条の10に定めるところにより

算定した金額とする。 

   (環境性能割の税率) 

  第69条の4 次の各号に掲げる3輪以上の軽自動車に対して課する環境性
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能割の税率は、当該各号に定める率とする。 

   (1) 法第451条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定

の適用を受けるもの 100分の1 

   (2) 法第451条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定

の適用を受けるもの 100分の2 

   (3) 法第451条第3項の規定の適用を受けるもの 100分の3 

   (環境性能割の徴収の方法) 

  第69条の5 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によらなけれ

ばならない。 

   (環境性能割の申告納付) 

  第69条の6 環境性能割の納税義務者は、法第454条第1項各号に掲げる3

輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、

法施行規則第33号の4様式による申告書を市長に提出するとともに、そ

の申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。 

  2 3輪以上の軽自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。)は、

法第454条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日

までに、法施行規則第33号の4様式による報告書を市長に提出しなけれ

ばならない。 

   (環境性能割に係る不申告等に関する過料) 

  第69条の7 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、又は報

告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった

場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。 

  2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。 

  3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき

納期限は、その発付の日から10日以内とする。 

   (環境性能割の減免) 

  第69条の8 市長は、公益のため直接専用する3輪以上の軽自動車又は第

79条第1項各号に掲げる軽自動車等(3輪以上のものに限る。)のうち必

要と認めるものに対しては、環境性能割を減免する。 
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  2 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要

な事項については、規則で定める。 

   (種別割の課税免除) 

  第69条の9 商品であって使用しない軽自動車等に対しては、種別割を課

さない。 

   第70条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条中「軽自

動車税の税率は、次の各号に掲げる軽自動車等に対し」を「次の各号に

掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は」に改め、同条第2号を

次のように改める。 

   (2) 軽自動車及び小型特殊自動車 

    ア 軽自動車 

     (ア) 2輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 3,600円 

     (イ) 3輪のもの 年額 3,900円 

     (ウ) 4輪以上のもの 

      a 乗用のもの 

        営業用 年額 6,900円 

        自家用 年額 10,800円 

      b 貨物用のもの 

        営業用 年額 3,800円 

        自家用 年額 5,000円 

      c 専ら雪上を走行するもの 年額 3,600円 

    イ 小型特殊自動車 

     (ア) 農耕作業用のもの 年額 2,400円 

     (イ) その他のもの 年額 5,900円 

   第71条(見出しを含む。)、第73条(見出しを含む。)及び第74条(見出し

を含む。)中「軽自動車税」を「種別割」に改める。 

   第76条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第1項中「軽

自動車税」を「種別割」に、「本節」を「この節」に、「第33号の4様式」

を「第33号の4の2様式」に改め、同条第2項及び第3項中「第33号の4様式」
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を「第33号の4の2様式」に改め、同条第4項中「第68条第2項」を「第69

条第1項」に改める。 

   第77条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第1項中「第

68条第2項」を「第69条第1項」に改める。 

   第78条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第1項中「も

のと認める」を削り、「軽自動車等」の次に「のうち必要と認めるもの」

を加え、「軽自動車税」を「種別割」に改め、「ことができる」を削り、

同条第2項及び第3項中「軽自動車税」を「種別割」に改める。 

   第79条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第1項中「掲

げる軽自動車等」の次に「のうち必要と認めるもの」を加え、「軽自動

車税」を「種別割」に改め、「ことができる」を削り、同項第1号中「の

うち、市長が必要と認めるもの」を削り、同条第2項中「軽自動車税」を

「種別割」に、「本項」を「この項」に改め、同条第3項中「軽自動車税」

を「種別割」に、「第78条第2項各号」を「前条第2項各号」に改め、同

条第4項中「軽自動車税」を「種別割」に改める。 

   第80条第2項中「第443条」を「第445条」に、「第68条の2」を「第69

条の2」に、「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第7項中「軽自動

車税」を「種別割」に改める。 

   附則第14条の次に次の5条を加える。 

   (軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例) 

  第14条の2 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第6条か

ら第11条までの規定にかかわらず、新潟県が、自動車税の環境性能割

の賦課徴収の例により、行うものとする。 

   (軽自動車税の環境性能割の減免の特例) 

  第14条の3 市長は、当分の間、第69条の8の規定にかかわらず、新潟県

知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして

市長が定める3輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割

を減免する。 

   (軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例) 
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  第14条の4 第69条の6の規定による申告納付については、当分の間、同

条中「市長」とあるのは、「新潟県知事」とする。 

   (軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付) 

  第14条の5 市は、新潟県が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する

事務を行うために要する費用を補償するため、法附則第29条の16第1

項に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として新潟県に交付する。 

   (軽自動車税の環境性能割の税率の特例) 

  第14条の6 営業用の3輪以上の軽自動車に対する第69条の4の規定の適

用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第1号 100分の1 100分の0.5 

第2号 100分の2 100分の1 

第3号 100分の3 100分の2 

  2 自家用の3輪以上の軽自動車に対する第69条の4(第3号に係る部分に

限る。)の規定の適用については、同号中「100分の3」とあるのは、「100

分の2」とする。 

   附則第15条の見出し中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、同

条第1項中「初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による」を「最

初の法第444条第3項に規定する」に改め、「軽自動車税」の次に「の種

別割」を加え、同項の表を次のように改める。 

第2号ア(イ) 3,900円 4,600円 

第2号ア(ウ)a 6,900円 8,200円 

10,800円 12,900円 

第2号ア(ウ)b 3,800円 4,500円 

5,000円 6,000円 

   附則第15条第2項から第4項までを削る。 

  附則第1条各号を次のように改める。 

  (1) 第1条中燕市税条例附則第15条の改正規定及び附則第3条の2の規定 

平成29年4月1日 

-28-



 

  (2) 第1条中燕市税条例附則第5条の改正規定及び次条第2項の規定 平

成30年1月1日 

  (3) 第1条の2及び第2条の規定並びに第3条中燕市税条例の一部を改正す

る条例(平成27年燕市条例第20号)附則第5条第7項の表第10条第3号の

項の改正規定(「第87条第1項」を「第69条の6第1項の申告書、第87条

第1項」に改める部分に限る。)並びに附則第2条の2及び附則第4条の規

定 平成31年10月1日 

  附則第2条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(市民税に関する

経過措置)」を付し、同条中第3項を削り、第4項を第3項とし、同条の次に

次の1条を加える。 

 第2条の2 第1条の2の規定による改正後の燕市税条例(附則第4条において

「31年新条例」という。)第22条の4の規定は、附則第1条第3号に掲げる

規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後

に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開

始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分

の法人の市民税については、なお従前の例による。 

  附則第3条の見出しを削り、同条第1項中「新条例」を「31年新条例」に、

「附則第1条第2号」を「附則第1条第3号」に改め、同条第2項中「新条例」

を「31年新条例」に、「平成31年度」を「平成32年度」に、「平成30年度

分」を「平成31年度分」に改め、同条を附則第4条とし、同条の前に次の見

出し及び1条を加える。 

 (軽自動車税に関する経過措置) 

第3条 新条例附則第15条の規定は、平成29年度分の軽自動車税について適用

する。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 １７ 号 

 

燕市ふれあい交流センター条例の一部改正について 

 

 燕市ふれあい交流センター条例（平成１８年燕市条例第１４４号）の一部

を次のように改正するものとする。 

 

              平成２９年 ３ 月 ７ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記 
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   燕市ふれあい交流センター条例の一部を改正する条例 

 

 燕市ふれあい交流センター条例(平成18年燕市条例第144号)の一部を次の

ように改正する。 

 

 第5条第1項中「農業経営及び農村生活の改善、農村在住者の健康増進等又 

は」を「農村振興をはじめとする地域振興、」に改め、「都市住民との交流」 

の次に「、地産地消推進のための飲食物の提供、地場産品の消費拡大等」を

加える。 

 

   附 則 

 (施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

 (燕市道の駅「国上」直販施設条例の廃止) 

2 燕市道の駅「国上」直販施設条例(平成18年燕市条例第146号)は、廃止す

る。 
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議案第 １８ 号 

 

燕市手数料徴収条例の一部改正について 

 

 燕市手数料徴収条例（平成１８年燕市条例第６５号）の一部を次のように

改正するものとする。 

 

              平成２９年 ３ 月 ７ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記 
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   燕市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 

 燕市手数料徴収条例(平成18年燕市条例第65号)の一部を次のように改正す

る。 

 

 第2条第1項中第45号を第46号とし、第15号から第44号までを1号ずつ繰り

下げ、第14号の次に次の1号を加える。 

 (15) 屋外広告物の表示又は設置許可申請手数料 別表第4に定めるところ

による。 

 第5条第3項中「第2条第1項第17号から第20号」を「第2条第1項第18号から 

第21号」に改め、同条第4項中「同条第1項第39号から第44号」を「同条第1 

項第40号から第45号」に改める。 

 第5条の2第1項第1号中「第2条第1項第39号から第41号」を「第2条第1項第 

40号から第42号」に改め、同項第2号中「第2条第1項第42号から第44号」を 

「第2条第1項第43号から第45号」に改める。 

 別表第3の次に次の1表を加える。 

別表第4(第2条関係) 

手数料の区分 手数料の金額 

1 はり紙 1 枚につき   5 円 

2 はり札等 1 枚につき  100 円 

3 立看板等 1 個につき  300 円 

4 広告旗 1 個につき  430 円 

5 横断幕 

  懸垂幕 

1 個につき  430 円 

6 電柱類広告 1 個につき  400 円 
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7  野立広告板 

  野立広告塔 

  屋上広告 

  壁面広告 

  突出広告 

  アーチ広告 

  つり下げ広告 

   

面積（該当屋外広告物のす

べての表示面の面積を合計

したものをいう。以下この

表において同じ。）が 1 平

方メートル以内のもの 

1 個につき  700 円 

面積が 1 平方メートルを超

え 3 平方メートル以内のも

の 

1 個につき  1,100 円 

面積が 3 平方メートルを超

え 5 平方メートル以内のも

の 

1 個につき  1,600 円 

面積が 5 平方メートルを超

え 10 平方メートル以内の

もの 

1 個につき  2,700 円 

面積が 10 平方メートルを

超えるもの 

1 個につき  2,700 円に

10 平方メートルを超える

面積 5 平方メートルまでご

とに 1,100 円を加算した額 

8 アドバルーン 1 個につき  1,500 円 

9 その他の屋外広告物 この表に定める手数料の額

との均衡等を考慮して市長

がその都度定める額 

10 新潟県屋外広告物審議会の意見聴取を行わ

なければならない屋外広告物  

屋外広告物 1 単位につき当

該屋外広告物の手数料の額

に 5,125 円を加算した額 

 

   附 則 

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。 
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議案第 １９ 号 

 

燕市営住宅条例の一部改正について 

 

 燕市営住宅条例（平成１８年燕市条例第１６０号）の一部を次のように改

正するものとする。 

 

              平成２９年 ３ 月 ７ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記 
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   燕市営住宅条例の一部を改正する条例 

 

 燕市営住宅条例(平成18年燕市条例第160号)の一部を次のように改正する。 

 

 別表第1の1市営住宅の表中 

「 

栄町団地 燕市小牧294番地 簡易耐火構造

平屋建 

16 昭和36年度 
 

                                」 

を 

「 

栄町団地 燕市小牧294番地 簡易耐火構造

平屋建 

12 昭和36年度 
 

                                」 

に、 

「 

西太田1号

団地 

燕市吉田西太田307番

地1 

木造平屋建 3 昭和41年度 

 

東栄町団地 燕市吉田東栄町47番 木造平屋建 10 昭和42年度 

                                」 

を 

「 

西太田1号

団地 

燕市吉田西太田307番

地1 

木造平屋建 2 昭和41年度 

 

東栄町団地 燕市吉田東栄町47番 木造平屋建 9 昭和42年度 

                                」 

に改める。 
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   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 ２０ 号 

 

燕市有吉田東栄町住宅条例の一部改正について 

 

 燕市有吉田東栄町住宅条例（平成２０年燕市条例第４１号）の一部を次の

ように改正するものとする。 

 

              平成２９年 ３ 月 ７ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力   

 

 

 

 

記 
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   燕市有吉田東栄町住宅条例の一部を改正する条例 

 

 燕市有吉田東栄町住宅条例(平成20年燕市条例第41号)の一部を次のように

改正する。 

 

 第2条の表中 

「 

吉田東栄町

住宅 

燕市吉田東栄町

4番 

簡易耐火構造

平屋建 

17 昭和39年度 
 

                                」 

 を 

「 

吉田東栄町

住宅 

燕市吉田東栄町

4番 

簡易耐火構造

平屋建 

14 昭和39年度 
 

                                」 

 に改める。 

 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 ２１ 号 

 

   新潟市及び燕市における連携中枢都市圏の形成に係る連携協約の締結

について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第１項の規定によ

り、新潟市及び燕市における連携中枢都市圏の形成に係る連携協約を次のと

おり締結するものとする。 

 

              平成２９年 ３ 月 ７ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力 

 

 

 

 

記 
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   新潟市及び燕市における連携中枢都市圏の形成に係る連携協約 

 

新潟市（以下「甲」という。）及び燕市（以下「乙」という。）は、連携

中枢都市圏構想推進要綱（平成２６年８月２５日付け総行市第２００号総務

省自治行政局長通知）に基づく連携中枢都市圏として新潟広域都市圏（以下

「圏域」という。）を形成するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２５２条の２第１項の規定に基づき、次のとおり連携協約を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この連携協約は、甲及び乙が連携して、圏域全体の経済成長のけん

引、高次の都市機能の集積・強化及び圏域全体の生活関連機能サービスの

向上を図ることにより、人口減少・少子高齢社会にあっても、活力ある地

域経済を維持し、住民が安心して快適な暮らしを営むことができる圏域を

形成することを目的とする。 

（基本方針） 

第２条 甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するため、次条に規定する

取組を連携して推進するものとする。 

（連携する取組及び役割分担） 

第３条 甲及び乙が連携する取組及び役割分担は、別表に掲げるとおりとす

る。 

（費用負担） 

第４条 前条に規定する取組に要する費用の分担については、甲及び乙が協

議して別に定める。 

（協議） 

第５条 甲及び乙は、この連携協約の推進に関し連絡調整を図るため、毎年

度協議を行うものとする。 

（変更及び廃止） 

第６条 この連携協約を変更し、又は廃止しようとする場合は、甲及び乙の

協議によるものとする。この場合において、甲及び乙は、地方自治法第２
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５２条の２第４項の規定により、あらかじめ議会の議決を経なければなら

ない。 

附 則 

この連携協約は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

この連携協約の締結を証するため、本協約書２通を作成し、甲及び乙が署

名押印の上、各１通を保有する。 

 

平成  年  月  日 

 

 甲  新潟県新潟市中央区学校町通１番町６０２番地１ 

 

 新潟市 

 

 市長  篠田 昭 

 

 

乙  新潟県燕市吉田西太田１９３４番地 

 

  燕市 

 

  市長  鈴木 力 
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別表（第３条関係）  

 

１ 圏域全体の経済成長のけん引  

取組  甲の役割  乙の役割  

産学金官民が一

体となった経済

成長の推進  

産学金官民一体とな

った懇談会を設置し

て新潟広域都市圏ビ

ジョンの進捗管理を

行うとともに、今後

の圏域の在り方の検

討に取り組む。 

乙と連携 して、

新潟広域 都市圏

ビジョン の進捗

管理を行 うとと

もに、経 済成長

の推進に 中心と

な っ て 取 り 組

む。  

甲と連 携し て、

新潟広 域都 市圏

ビジョ ンの 進捗

管理に 協力 する

ととも に、 経済

成長の 推進 に取

り組む。  

創業促進や地域

企業等の成長促

進 

創業への支援、地域

企業等による新規事

業展開や販路拡大の

支 援 な ど に 取 り 組

む。 

乙と連携 して、

地域企業 等の成

長促進に 中心と

な っ て 取 り 組

む。  

甲と連 携し て、

地域企 業等 の成

長促進 に取 り組

む。  

地域資源を活用

した地域経済の

裾野拡大  

地域資源を活用した

商品・サービスの開

発や販路開拓の推進

に取り組む。 

乙と連携 して、

地域経済 の裾野

拡大に中 心とな

って取り組む。  

甲と連 携し て、

地域経 済の 裾野

拡 大 に 取 り 組

む。  

戦略的な観光施

策  

観光客の受入環境の

整備を図りながら、

圏域内の観光資源を

活用し、コンベンシ

ョン等（ＭＩＣＥ）

も含めた交流人口の

拡大に取り組む。 

乙と連携 して、

戦略的な 観光施

策の推進 に中心

となって 取り組

む。  

甲と連 携し て、

戦略的 な観 光施

策の推 進に 取り

組む。  
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その他、圏域全

体の経済成長の

けん引に係る施

策  

国内外に対する効果

的な情報発信等によ

り、経済成長のけん

引に取り組む。 

乙と連携 して、

経済成長 のけん

引に中心 となっ

て取り組む。  

甲と連 携し て、

経済成 長の けん

引に取り組む。  

 

２ 高次の都市機能の集積・強化  

取組  甲の役割  乙の役割  

高度な中心拠点

や圏域内外への

アクセス拠点の

整備  

高度な中心拠点や交

通アクセス拠点の整

備、利用促進等に取

り組む。 

高度な中 心拠点

の整備等 に取り

組む。  

甲の取 組に 協力

する。  

高等教育・研究

開発の環境整備  

高度専門的な研究開

発機関の環境整備や

研究成果の活用等に

取り組む。 

研究開発 の環境

整備等に 取り組

む。  

甲の取 組に 協力

する。  

 

３ 圏域全体の生活関連機能サービスの向上  

（１） 生活機能の強化に係る政策分野  

取組  甲の役割  乙の役割  

福祉  少子高齢社会に対応

した福祉サービスの

充実に取り組む。 

乙と連携 して、

福祉の充 実に取

り組む。  

甲と連 携し て、

福祉の 充実 に取

り組む。  

教育・文化・ス

ポーツ  

公共施設の相互利用

等 に よ る 教 育 ・ 文

化・スポーツの振興

に取り組む。 

乙と連携 して、

教育・文 化・ス

ポーツの 振興に

取り組む。  

甲と連 携し て、

教育・ 文化 ・ス

ポーツ の振 興に

取り組む。  

土地利用  コンパクトシティを

はじめとした、圏域

乙と連携 して、

土地利用 の検討

甲と連 携し て、

土地利 用の 検討
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全体の土地利用の在

り方の検討に取り組

む。 

に取り組む。  に取り組む。  

地域振興  地域の観光資源の開

発や商店街の活性化

等に取り組む。 

乙と連携 して、

地域振興 に取り

組む。  

甲と連 携し て、

地域振 興に 取り

組む。  

災害対策  災害時の連携体制の

構築や防災・減災施

策 の 推 進 に 取 り 組

む。 

乙と連携 して、

災害対策 に取り

組む。  

甲と連 携し て、

災害対 策に 取り

組む。  

 

（２） 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野  

取組  甲の役割  乙の役割  

地域公共交通  地域公共交通ネット

ワークの確保や利便

性向上に取り組む。 

乙と連携 して、

地域公共 交通の

充 実 に 取 り 組

む。  

甲と連 携し て、

地域公 共交 通の

充 実 に 取 り 組

む。  

ＩＣＴインフラ

整備 

ＩＣＴ環境の整備や

各分野での活用に取

り組む。 

乙と連携 して、

ＩＣＴイ ンフラ

整 備 に 取 り 組

む。 

甲と連 携し て、

ＩＣＴ イン フラ

整 備 に 取 り 組

む。 

道路等の交通イ

ンフラの整備・

維持  

道路の老朽化対策や

ネットワーク機能の

向上に取り組む。 

乙と連携 して、

道路等の 交通イ

ンフラの 整備・

維 持 に 取 り 組

む。  

甲と連 携し て、

道路等 の交 通イ

ンフラ の整 備・

維 持 に 取 り 組

む。  

地域の生産者や

消費者等の連携

食の安全・安心の確

保や地産地消の推進

乙と連携 して、

地産地消 の推進

甲と連 携し て、

地産地 消の 推進

-45-



による地産地消  に取り組む。 に取り組む。  に取り組む。  

 

（３） 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野  

取組  甲の役割  乙の役割  

人材の育成  圏域内市町村の職員

等の能力向上を図る

ため、研修の共同実

施等に取り組む。 

乙と連携 して、

人材の育 成に取

り組む。  

甲と連 携し て、

人材の 育成 に取

り組む。  

圏域内市町村の

職員等の交流  

圏域内市町村の職員

同士の連携強化等を

図るため、人事交流

の推進に取り組む。 

乙と連携 して、

圏域内市 町村の

職員等の 交流に

取り組む。  

甲と連 携し て、

圏域内 市町 村の

職員等 の交 流に

取り組む。  
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議案第  ２２  号  

 

市道路線の認定について  

 

 次のとおり、市道路線の認定をするものとする。  

 

               平成２９年 ３ 月 ７ 日 提 出      

                  燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記 

 

＜案＞ 

-47-



-48-



1

7

8

6

1

-49-



2

7

8

6

2

-50-



7

8

6

3

-51-


